
２０２６かごしまの新特産品コンクール実施要領 

 
１ 目的 

多様化する消費者ニーズに対応した売れる商品づくりを促進するため、県内で新たに
開発・製造・改良された商品のコンクールを開催し、生産者の技術向上と製品開発意欲

の高揚を図るとともに、入賞商品を広くＰＲすることにより、その販路拡大に努め、も
って活力ある地場産業の育成・振興に寄与する。 

2026 年は荒茶生産量が２年連続全国１位となるなど、鹿児島の魅力を発信する絶好の
機会となっており、魅力ある県産品の新たな価値を発掘・発信し、「稼ぐ鹿児島」の実

現を目指す。  
また、2027 年度には鹿児島県にゆかりの深い西郷隆盛が生誕 200 年・没後 150 年目の

節目を迎える。この機会を捉え、鹿児島の魅力を発信する新商品の創出に取り組むとと

もに、国内外の観光客等への土産品開発を促進し、県内への誘客を図る。 
   

２ 主催  かごしまの新特産品コンクール実行委員会 

（構成：鹿児島県、鹿児島市、(公社)鹿児島県特産品協会）   
 

３ 協賛   (公社)鹿児島県貿易協会、鹿児島県信用保証協会、(株)鹿児島銀行、 

(株)JR 鹿児島シティ 
 

４  後援   (一社)日本百貨店協会、(公社)鹿児島県観光連盟、(公財)鹿児島観光コンベンション協会 
 
５ 日時  令和８年 10 月 20 日(火) ９：00～16：00 

(1) １次審査 ・・・・・・・・・・・・・・・ ９：00～11：30（公開） 

(2)  ２次審査（食品部門） ・・・・・・・・・ 12：30～14：40（一部非公開） 

   ２次審査（工芸・生活用品部門） ・・・・ 13：00～14：00（非公開） 

(3)  表彰式 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 15：15～15：55 

※ １次審査と並行して、百貨店などのバイヤーや県内企業等による内覧を実施する。 

  ※ １次審査の結果発表を概ね 12：20 に行う。 

 

６ 場所 鹿児島サンロイヤルホテル２階（高隈の間・太陽の間・開聞の間） 

（住所：〒890-8581 鹿児島市与次郎１丁目８番 10 号 TEL：099-253-2020） 
 

７ 申込方法 電子申請又は郵送でお申込みください。（ＦＡＸ不可） 

(1) 電子申請の場合 

以下の URL 又はバーコードを読みとり、必要事項を入力してください。 

電子申請フォーム URL: https://shinsei.pref.kagoshima.jp/yOLmPfjf 

二次元バーコード： 

 

 

(2) 郵送の場合 

「２０２６かごしまの新特産品コンクール応募票」(別紙)に必要事項を記入し、下記へ送

付してください。 

 住  所：〒892-0828 鹿児島市金生町６番６号 よかど鹿児島本店ビル２階 

         (公社)鹿児島県特産品協会ブランド支援センター（TEL：099-223-9177） 

(3) 申込期限：令和８年８月 31日（月）当日消印有効 

(4) 出 品 料：無料 

(5) そ の 他：応募受付後、出品者の方には、９月下旬以降に「当日の注意事項」を送付する。 

https://shinsei.pref.kagoshima.jp/yOLmPfjf


８ 募集区分 
(1) 食品部門     

(2) 工芸・生活用品部門（工芸品及び生活用品等の非食品とする。）    

 
９ 出品商品の条件 

   出品商品は、一次産品や工業用品は除き、次のすべての条件に該当するものとする。また、

出品点数は１企業または個人につき、各部門１点のみとする。 

(1) 出品条件 

① 県内の企業、団体及び個人が新たに県内で製造した商品、又は従来の商品に品質、デザイ

ン、パッケージ等の面で新たな工夫、改良を加えた商品であること。ただし、品質保持等

のため、工程の一部を県外で加工したものも出品可とする。 

② 概ね令和６年以降に販売開始した商品、又は販売開始直前の段階にある商品であること。

なお、試作品は対象外とする。 

③ 品質表示など関係法令を遵守した商品であること。（食品表示についての問合せは、県消

費者行政推進室「食品表示 110 番」 TEL：099-286-2533 へ） 

④ 「かごしまの新特産品コンクール」において、過去に同一商品が入賞していないこと。 

⑤ 地域の特性を活かしたもので、適量・継続的に生産可能な商品であること。 

⑥ コンクール当日、コンクール会場に来場し、１次審査及び食品部門２次審査（１次審査通

過時のみ）の際商品説明を行うこと。 

⑦ コンクール当日や後日に主催者が実施する出品者アンケートや入賞者アンケートに協力

すること。 

 (2) 注意事項 

 ① 会場内での調理は禁止とする。食品部門で試食を準備する出品者は、試食用の使い捨て皿

等にあらかじめ小分けし、尚且、審査員・バイヤーには、個別で試食提供できるよう準備

すること。 

② 販売店・数量等を限定して販売する商品などについては募集対象外とする。 

③ 知的財産・食品表示等に関する問題が生じた商品は、入賞を取り消す場合がある。 

④ 知的財産・食品表示等に関して生じた問題の責任については、出品者が負うものとし、主 

催者は一切の責任を負わない。また、それにより主催者側に損害が発生した場合は、出品 

者が負担を負うものとする。 

⑤ 出品者が第三者の有する商標権等の知的財産権を利用する場合は、出品者の責任において 

必要な許可を得た上で、そのことを出品時に申し出ること。 

⑥ 知的財産の保護については、必要に応じ応募者で手続きを行うこと。 

※ 特に、商品名については事前に商標調査を行う、弁理士や知財総合支援窓口等に相談 

するなど応募者自らの責任でトラブルが発生しないよう必要な措置を講じること。 

（問合せ先：INPIT 鹿児島県知財総合支援窓口 TEL:099-216-2081） 
 

10 審査 
(1) 審査員（14 名） 

 食品部門（計８名）：流通２名、専門機関２名、消費者２名、海外向け商品関係者２名 

工芸･生活用品部門（計６名）：流通２名、専門機関１名、消費者２名、海外向け商品関

係者１名 

(2)  特別審査員（１名） 

西郷隆盛生誕 200 年・没後 150 年特別賞１名（食品部門、工芸･生活用品部門共通） 

(3)  審査基準 次の基準に沿って審査し、審査員の協議により入賞商品を決定する。 

○ 地域特性：地域の素材を活用し、地域の特徴（歴史・風土・食文化・技術等）が伝わる商

品であるか。 



○ 創意工夫：デザインやネーミング等が独創的であるか。また、素材加工や使いやすさ・食

べやすさの工夫がなされた商品であるか。 

  ○ 技 術 力：素材の特徴の生かし方や、製造技術が優れているか。 

○ 市 場 性：新規性・話題性・ストーリー性に富み、量目・サイズ・価格などが適正である 

      か。また、適量が製造可能で、流通しやすい商品であるか。 

○ 外国人向け土産品及び：外国人に中身や使い方が分かりやすく伝わる商品であるか。鹿児島の

海外輸出の可能性  魅力が伝わる商品であるか。また、輸出の可能性のある商品であるか。 

（※ 鹿児島県貿易協会会長賞のみ） 

(4)  審査基準（特別賞） 

西郷隆盛生誕 200 年・没後 150 年特別賞：商品本体やコンセプト、パッケージのデザイン、

ネーミングなどが「西郷隆盛」に関連している商

品であるか。 

  

 (5)  審査方法  

食品部門の１次審査は２ブロックに分割して審査しますので、各ブロック４名の審査員が

審査に当たります。西郷隆盛生誕 200 年・没後 150 年特別賞は特別審査員が審査に当たります。 
 

11 表彰 
(1) 賞の概要 

賞    名 食品 
工芸・生

活用品 備考 

鹿 児 島 県 知 事 賞 １品 １品  

鹿 児 島 市 長 賞 １品 １品  

鹿児 島県 特 産品 協会 理 事長 賞 ２品 ２品  

西郷隆盛生誕 200 年・没後 150 年

特 別 賞 
１品 １品 

 

日 本 百 貨 店 協 会 会 長 賞 １品 １品 贈答品にふさわしいものから選定 

鹿 児 島 県 貿 易 協 会 会 長 賞 １品 １品 外国人向け観光土産品または海外輸出の可能性のあるものから選定 

鹿 児 島 県 観 光 連 盟 会 長 賞 １品 １品 観光土産品にふさわしいものから選定 

奨 励 賞 ３品 ３品  

合    計 11 品 11 品  

※  審査の状況によっては、表彰商品数の内訳を変更する場合もある。 
 
12 副賞の提供について 

(1)  協賛企業である鹿児島県信用保証協会が、令和９年度に作製・使用するノベルティとして、

入賞商品の中から１商品を選定し、総額約 50 万円（税込価格）を購入する。購入された商品

は、同協会を利用する県内の中小企業者に対し送付される。（商品選定後、出品者に対し鹿

児島県信用保証協会より直接連絡する。） 

(2) 協賛企業である(株)鹿児島銀行が運営している「よかど鹿児島」の大型ビジョン等で全入 

賞商品を紹介する。 

(3) 協賛企業である(株)JR 鹿児島シティからはアミュプラザ鹿児島地下催事拠点での『入賞商

品販売会』の開催及び、アミュプラザ鹿児島・さつまち鹿児島中央駅前の媒体、HP、SNS 等

を活用したコンクール入賞商品、販売会の告知を行う。 

 

 

 

 

 



13 入賞商品及び出品商品の販路開拓支援 
(1) 百貨店などのバイヤーを招待して出品商品の内覧を行い、バイヤーと出品業者との効果的

なマッチングを図ることで、国内外への販路開拓を支援する。 

(2) バイヤー等の指導により入賞商品等に磨きをかけ、更なる販路開拓を支援する。 

(3) 県や鹿児島市などの各種事業を活用し、販路開拓支援を行う。 

 

14 入賞商品のＰＲ（予定） 
(1) 入賞商品のパンフレットを作成し、全国の流通関係者や旅行業者等に配布します。 

※ パンフレット作成及び展示・ＰＲのため、入賞商品は令和９年夏頃まで借用します。 

 (2) 県内での展示・販売・ＰＲ 

   ① 鹿児島ブランドショップ  ② センテラス天文館 ③ アミュプラザ鹿児島 

④ その他、各種イベント等でのＰＲ 

 (3) 県外での展示・販売・ＰＲ 

   ① かごしま遊楽館 ②鹿児島県東京事務所 ③ 鹿児島県大阪事務所  

④ 鹿児島県、鹿児島市、(公社)鹿児島県特産品協会主催の物産観光展・商談会ほか 

 (4) ＥＣサイト「かごしま特産品ねっと かごいろ」にて入賞商品を販売 

 (5) 鹿児島県、鹿児島市、(公社)鹿児島県特産品協会の広告媒体への掲載 
 
15 出品商品の搬入・展示・搬出 

(1) 搬入日時：令和８年 10 月 20 日（火）８：15～８：45 

搬出日時：令和８年 10月 20 日（火）１次審査落選者 12：30～13：00 

１次審査通過者 表彰式終了後～16：45 

  (2) そ の 他 

① 出品者の責任において、コンクール会場に搬入・展示・搬出すること。 

② 展示場所は商品の形状等を考慮し、事務局で指定する。 

③ 試食や展示に必要な備品等は各自準備すること。 

④ 離島からの出品に限り、出品商品を事前に送付したい場合は、(公社)鹿児島県特産品協    

会ブランド支援センター（TEL：099-223-9177）に相談すること。 

 
16 問合せ先 

(1) 鹿児島県販路拡大・輸出促進課 TEL：099-286-3050 FAX：099-286-5581 

(2)  鹿児島市産業支援 課 TEL：099-216-1323 FAX：099-216-1303 

(3)  (公社)鹿児島県特産品協会 ブランド支援センター TEL：099-223-9177 FAX：099-227-0768 

E-mail: k-contest@k-p-a.jp 

（かごしまの新特産品コンクール事務局宛て） 

 

mailto:k-contest@k-p-a.jp


２０２６かごしまの新特産品コンクール応募票 記入例 
※この応募票は，審査会当日に使用します。もれなくかつ丁寧に記入し，電子申請又は郵送にてご提出ください。（ＦＡＸ不可） 

ふりがな さくらじまのこみかんサブレ 小売価格 

商 品 名  桜島の小みかんサブレ 

（税込） 

 

３２４   円  

分 
類 

食 品 １ 飲料 ２ 菓子類 ３ 水産加工品 ４ 畜産加工品 ５ 農産加工品 ６ その他 

工芸・生活用品 １ 染･織製品  ２ 陶･硝子製品   ３ 木･竹製品   ４ その他  

所 在 地      
〒 ８９０－８５７７ 

鹿児島市鴨池新町１０－１ 

ふ り が な      
会社名等      

かごしま ピーアール  
（株）かごしまＰＲ 

代表者名      鹿児島 さくら 電話番号 ０９９－２８６－３０５０ 

ホームページ http://www.k-p-a.jp F A X番号 ０９９－２８６－５５８１ 

担当者 
職・氏名 

総務課長  鹿児島 真奈美 
担当者 

電話番号 
０９９－２８６－３０５１ 

担当者 

E-mail 

※携帯メール不可 

kagoshima@gmail.com （担当者のアドレスをご記入ください） 

原材料名（詳しくご記入ください。食品は重量割合上位１位の原材料の原料原産地を記載すること） 

 

 小麦粉（国内製造）、砂糖、バター、油脂、桜島小みかん   

  ・食品の場合  一括表示の「原材料名」欄に記載されているすべての原材料を記入。 

  ・工芸品の場合 ｢○○の粘土、○○糸、○○を使用｣ など。 

 

 

 

 

（アレルギー物質） 

 乳成分、小麦、大豆  ※食品の場合，アレルギー物質（特定原材料等28品目）表示対象が原材料に

含まれている場合は，その物質を全て記入。 

製  造  地 鹿児島市鴨池新町１０－１ 月 産 数 量       １、０００個 

生産出荷時期 
年中 ・  月～  月 (○又は記入） 

販売開始時期 令和  ６ 年 ８ 月 

保 存 方 法       
※食品部門のみ 

常温  ・  冷蔵  ・  冷凍 賞 味 期 間 

※食品部門のみ 
   日 

現在の販売先 
 １ 百貨店   ２ ｽｰﾊﾟｰ･ｺﾝﾋﾞﾆ   ３ 観光地･地元物産館等   ４ 自社店舗 

 ５ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･通販   ６ その他(       ) 

今後の海外展開 １ 検討している  ２ 検討していない 

西郷隆盛生誕200年・没後150年特別賞特別賞 該当する 

（注１）「分類」「保存方法」「現在の販売先」「今後の海外展開」については，該当するものを○で囲んでください。 

（注２）「西郷隆盛生誕200年・没後150年特別賞」については，実施要領に記載してある審査基準をご確認の上，基準

に該当する場合は○で囲んでください。 

※裏面も必ずご記入ください。 

※事務局記入 No. 

http://www.k-p-a.jp
mailto:kagoshima@gmail.com


商品の規格（内容量・重量等，大きさ，形状，個数等…展示スペース配分の参考とします。） 

・箱詰めであれば、｢○㎝×○㎝×○㎝（紙箱）、内容量○○が○個入、重量○ｇ｣ など。 

・袋詰め食品であれば、｢レトルト用袋、真空包装、内容量○ｇ｣ など。 

・その他のものについてもできるだけ詳しく記入してください。 

商品のＰＲ・ストーリー（※西郷隆盛生誕200年・没後150年特別賞の基準に該当する場合は，関連性をご記

入ください。） 

商品開発のコンセプトやストーリー、製造方法や原材料、風味、形状等の特徴など、商品の強みと考えら 

れる情報をできるだけ詳しく記入してください。 

例)コンセプト：桜島の形に焼き上げた生地に小みかんクリームをサンドしました。 

原材料：小みかんは桜島で生産されるものを使用。 

製造方法： ｢○○を○○に漬け(○○時間)、釜焼き(○○時間)、真空ﾊﾟｯｸ後、熱湯殺菌し、冷却、冷蔵後、出荷｣ 

 

商品画像を下記に貼付してください。（試作品でも可。） 

※外包，中身が分かる写真を貼付してください。※写真の内容は，審査には影響しません。（任意） 

商品画像 

 

 

（イメージ） 

 

食品部門のみ，下記画像を貼付ください。 

一括表示ラベル 栄養成分表示ラベル 

品 名    桜島の小みかんサブレ 

名 称 ビスケット 

原材料名 小麦粉（国内製造）、砂糖、ショ

ートニング、発酵バター、桜島小

みかん、食塩、○○、○○ 

内容量 １枚 

賞味期限 ２０２３.１２ 

保存方法 直射日光、高温多湿を避けて保存

してください。 

製造者 

 

（株）かごしまＰＲ 

鹿児島市鴨池新町１０－１ 
 

 

栄養成分表示（100gあたり） 

エネルギー ○○ kcal 

たんぱく質 ○○ ｇ 

脂  質 ○○ ｇ 

炭水化物 ○○ ｇ 

食塩相当量 ○○ ｇ 

         （製造者調べまたは推定値） 

 

  

 

 


